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はじめに 

 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災（以下「大震災」という。）では、人の

みならず多くの動物も被災しました。被災地では地方自治体や地元獣医師会が中心とな

って、各地に現地動物救護本部等*（以下「救護本部」という。）を立ち上げ、被災ペッ

トの救護活動を実施しました。一方、「緊急災害時動物救援本部*」が人材、物資、資金

の面から支援したほか、被災地以外の自治体、民間団体、企業等も多方面から支援しま

した。また、福島県では、大震災に伴い発生した東京電力(株)福島第一原子力発電所の

事故により、多くのペットが警戒区域内に取り残される事態となったことから、福島県

と環境省が中心となって保護活動を続けてきました。保護したペットについては、福島

県内のシェルターで飼養管理しながら、飼い主への返還や新しい飼い主への譲渡を進め

ていますが、シェルターでの生活が長期に及んでいるペットもいます。 

災害時の動物救護については、これまでも大規模災害が起こると救護本部が設置され、

災害の種類、規模等に応じた活動が行われてきており、動物救護の考え方やノウハウが

一つ一つ積み上げられてきました。しかしながら、今般の大震災は、かつてないほどの

大規模な地震や津波が各地を襲い、被害は複数県にまたがるほど広域かつ甚大であった

ため、過去の事例のみでは対処できない困難も多々ありました。こうした中、自らも被

災しながら動物救護にあたった自治体や関係団体等の方々の活動の記録を残すことは、

今後自治体等が、地域の状況に応じた動物救護体制のあり方を検討する際の一助となる

とともに、動物愛護管理推進計画の見直しを行う際の基礎資料となると考えています。 

そこで、大震災による各地域での動物の被災状況や動物救護活動の情報を収集し、効

果的だった対応や課題となった点を整理、分析することを目的に記録集を作成しました。

災害対策を立てる上での一助としてご利用下さい。 

 
*用語解説参照。  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ▲仙台市若林区を襲った津波 

▲津波により孤立した荒浜小学校で救助を待つ地域住民 

▲放浪状態となった犬 

 ▲岩手県宮古市の様子 



 
 

▲避難所の様子(中学校体育館) 

▲車内で避難生活を送っている様子 

▲避難所のペット飼養場所の様子 

▲避難所の動物相談所の様子 



 
 
 

▲仮設住宅で屋内飼養している様子 

▲仮設住宅で屋外飼養している様子 

▲支援物資 

▲訪問診療の様子 



 

▲動物救護施設の様子（既存施設） 

▲譲渡会の様子 

▼動物救護施設の様子（新たに設置した施設） 
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【用語解説】 

【同行避難】 
 災害発生時に、飼い主が飼養しているペットを同行し、避難することです。避難場所（避難所等）

に避難した後のことまで言及するものではありません。 
 

【飼養】 
動物を養い育てることです。「飼育」と同じ意味ですが、本記録集では「飼養」に統一しました。 

 
【現地動物救護本部】 
 災害発生時に、被災動物の救護等を目的として主に被災地に設置される組織です。多くは自治体、

地方獣医師会、地域の動物愛護団体等により構成され、対外的な支援要請を行うと同時に、現地での

被災ペットの救護活動、飼い主への支援活動等を行います。 
 

【緊急災害時動物救援本部】 
 天災・人災など不測の緊急災害において、被災した動物の救護活動及び円滑な救護活動の確保を目

的として設置されている広域組織です。（公財）日本動物愛護協会、（公社）日本動物福祉協会、（公社）

日本愛玩動物協会、（公社）日本獣医師会で構成され、各地の行政や獣医師会、現地動物救護本部等と

連携を取りながら救援活動を行い、各組織を通じて、支援物資や義援金などを提供します。 
 

【動物救護施設】 
 被災して放浪状態となり保護されたペットや、飼い主が被災して飼養が困難となり預けられたペッ

トなどを一時的に飼養・管理する施設です。自治体の保健所や動物管理センター等の既存施設や災害

の発生に伴って新たに設置した施設などを含みます。「シェルター」と呼ばれることもありますが、本

記録集では固有名詞として「シェルター」の用語が使用されている場合を除き、原則として「動物救

護施設」を使用しています。 
 

【所有者明示】 
 ペットに迷子札、鑑札・狂犬病予防注射済票、マイクロチップ等を装着し、ペットが飼い主とはぐ

れた場合でも第３者が飼い主を特定できる状態にすることです。したがって、飼い主の名前や連絡先

等が記されていない首輪のみの装着は、所有者明示には含まれません。 
 
【AIPO】 

Animal ID Promotion Organization（動物 ID 普及推進会議）の略称。マイクロチップを利用した

犬・猫等の家庭動物の個体識別を普及推進するため、（公財）日本動物愛護協会、（公社）日本動物福

祉協会、（公社）日本愛玩動物協会、（公社）日本獣医師会の 4 団体によって構成された組織で、（公社）

日本獣医師会がマイクロチップのデータベースの登録・管理を行っています。マイクロチップ自体に

は、15 桁の数字が記録されているだけで、飼い主の住所・電話番号などの情報は入っていないため、

マイクロチップを装着した場合には、飼い主のデータと照合するためのデータベースへの登録が必要

となります。 
 


